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第１章 計画の基本的な考え方 
 
１ 計画策定の背景と趣旨                           
 
 「食」は、人間が生きていく基本となるもので、生涯にわたり健やかな心身を培うととも
に、その地域の自然や文化に育まれた営みを、次の世代へ伝える役割も果たしています。 
しかしながら、近年、少子高齢化の進展、世帯構造の変化、中食市場の拡大、食に関する

価値観やライフスタイルの多様化等、食を取り巻く環境が大きく変化し、健全な食生活の実
践が難しい状況にあります。 
 
国は、平成 17年に「食育基本法」を施行し、平成 18年に「食育推進基本計画」を策定、

令和 3年 3月に「第 4次食育推進基本計画」を策定しました。 
千葉県も平成 20年に「第 1次千葉県食育推進計画」、令和 4年 3月に「第 4次千葉県食

育推進計画」を策定し、食育を総合的かつ計画的に推進するために様々な施策を展開してい
ます。 
 
 本市においても、国・県の策定した食育推進計画の内容を踏まえ、平成 20年に「第 1次
市川市食育推進計画」、平成 25年に「第 2次食育推進計画」、平成 30年に「第 3次食育推
進計画」を策定し、関係者及び食育関係機関のネットワークによるつながりを強化して、食
育の推進に取り組んでまいりました。 
 これまでの計画の推進により、多くの市民に「食育」が浸透し食育の実践者が増加してい
る一方で、子どもの朝食の欠食や、若い世代や働く世代の栄養バランスに配慮した食事を実
践している人が少ないなど、引き続き取り組むべき課題があります。また、食の安全･安心
や、食品ロスに対する市民の関心も高まっています。 
 
 このような状況を踏まえ、第３次計画のスローガン「食育の環(わ)を広げよう！～つなぐ・
広がる いちかわの食育～」を引き継ぎ、より一層食育の推進を図り、すべての市民が食に
関する理解を深め、誰もが心身ともに健康でいきいきと暮らせるまちを目指していくため、
「第 4次市川市食育推進計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ                            
 
（1）根拠法令 
   食育基本法第 18条第 1項に基づく「市町村食育推進計画」として位置づけられるも 

のです。 
 
（2）市川市の各計画との関係 
   本計画は市川市総合計画 I&I プランにおける基本理念や基本目標、施策の方向性を

踏まえ、関連計画の「市川市健康増進計画（第 2次）」に掲げる「栄養・食生活」分野
の内容を具体的に推進していくためのものです。 

   なお、市川市では、市民が生涯にわたり健やかで心豊かに生活できる「誰もが健康な
まち」の実現に向けて市民が自ら取り組み、地域で支え合う健康づくりの推進をしてお
り、そのために、「食生活」は重要な要素であるととらえています。 

   本計画は、前計画同様、本市における食育を総合的に推進し、関連諸計画等との整合
性を保つものとします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

               

 

 

 

 

 

               

 

 

 

（栄養・食生活分野） 

市川市総合計画 I＆Iプラン 

市川市健康増進計画 

第４次 
市川市食育推進計画 

 

【国・県】 

 
食育基本法 

 

整合 

第４次食育推進 
基本計画 

第４次千葉県 
食育推進計画 

食育基本法 第 18条（市町村食育推進計画）  

市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本
計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関
する施策についての計画を作成するよう努めなければならない。 

主な関連計画 

・市川市子ども･子育て支援事業計画 
・市川市教育振興基本計画 

・いちかわ都市農業振興プラン 

・市川市環境基本計画 
           等 
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３ 計画の期間                             
 

本計画の期間は、令和 5年度から令和 9年度までの 5年間とします。 
なお、社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間内であっても必要に応じて見直しを行います。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

   年度 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

市
川
市 

健康いちかわ 21 
(市川市健康 
増進計画) 

           

市川市食育 
推進計画 

           

国 食育推進 
基本計画 

           

県 千葉県 
食育推進計画 

           

食育とは（「食育基本法」前文より） 

「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけると
ともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な
食生活を実践することができる人間を育てること」とされています。 

第４次 

第４次 

第２次 

第 3次 第４次 

第３次 

第３次 

(計画期間 平成 28～令和 2年度) 

(計画期間 平成 29～令和 3年度) 

(計画期間 平成 28～令和 7年度) 



第 1章 計画の基本的な考え方 

5 

食育と SDGs の関係性 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人
取り残さない」持続可能な社会の実現を目指す世界共通の目標です。2015年 9月
の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための 2030
アジェンダ」の中で掲げられました。福祉、環境、教育など 17のゴール（目標）
と 169のターゲットから構成され、2030年の達成に向けて世界全体で取り組みが
進められています。 

食育の推進により、「目標 2.飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現
し、持続可能な農業を促進する」、「目標 4.すべての人々への包摂的かつ公正な質
の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」、「目標 12.持続可能な生産消費
形態を確保する」など、SDGsの持続可能な目標の達成を目指しています。 
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